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第１ 検討の経緯 

全国の労働委員会（以下「労委」という。）が直面する諸課題を検討する場と

して、平成３０年１１月、「今後の労働委員会の在り方検討小委員会」（以下「在

り方検討小委員会」という。）が設置された。在り方検討小委員会での２年間の

検討の結果、引き続き検討が必要とされた８項目に加え、労委が取り扱う事件数

の減少や事件の偏在と労委間の事件数の格差、行政手続のＩＴ化等、最近の労働

委員会をめぐる課題、さらには労働法制や働き方の変化に対応した今後の労働

委員会の新たな役割等について検討するため、「労働委員会在り方・ビジョン検

討小委員会」（以下「小委員会」という。）が、令和３年１１月９日に開催された

全国労働委員会連絡協議会運営委員会（以下「全労委運営委員会」という。）の

決定に基づき設置された。設置期間は２年間とされた。 

具体的な検討に当たっては、在り方検討小委員会からの継続検討となってい

る８項目についておおむね１年間で検討を行い、その後、「労働委員会の実務へ

のＩＴの活用」、「今後の労働委員会の新たな役割」の検討を行うこととした。 

令和３年１２月以降、７回にわたり小委員会を開催し、令和４年９月に上記８

項目に関して「労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会中間報告」（以下「中

間報告」という。）を取りまとめ、同年１０月の全労委運営委員会に報告した。 

中間報告で報告された調査におけるウェブ会議の活用事例、除斥期間経過前

の教示や注意喚起などについては、令和３年３月に立ち上げた国と都道府県を

結ぶ掲示板システムであるＬＧＷＡＮ「全労委審査・調整等の実務における運用

改善取組事例フォーラム」に掲載し、各労委間での情報共有を図り、労委での実

践につなげていくこととしている。 

小委員会では、中間報告後の残された課題である「労働委員会の実務へのＩＴ

の活用」と「今後の労働委員会の新たな役割」について引き続き検討を行うこと

となり、「今後の労働委員会の新たな役割」については、「過半数代表と労働委員

会」及び「フリーランスと労働委員会」の２テーマを設定し、現状と課題を整理

して議論を行った。 

小委員会は、中間報告取りまとめ後７回開催し、令和５年１０月に本「労働委

員会在り方・ビジョン検討小委員会最終報告」を取りまとめた。 

小委員会の構成は、資料１のとおりである。 

 

第２ 検討結果 

１ 労働委員会の実務へのＩＴの活用 

 ・労委における総会等の会議、不当労働行為事件の審査、調整事件のあっ

せん等の関連手続等については、これまで対面による実施が主流とされ
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てきた。一方、最近のデジタル技術の進展による様々な行政手続のデジ

タル化に加え、民間における企業等の活動においても、オンライン会議

等による業務のデジタル化が進展していることから、労委の紛争処理手

続についても、デジタル技術を活用した行政サービスの利便性の向上が

求められている。 
・小委員会では、複数の都道府県労委から事例の報告を受けるとともに、

全ての都道府県労委に対し「労働委員会におけるＩＴの利用に関する調

査」（令和４年５月調査実施、同年９月調査結果取りまとめ。以下「ＩＴ

調査」という。）を実施した。 
・なお、「労働委員会の実務へのＩＴの活用」に関して、内閣府が関係省庁

との間で調整を行う地方分権改革に関する提案において、労働委員会に

おける総会・公益委員会議等について、「会長が相当と認める場合にはウ

ェブ会議による出席を可能とすること」との要望が提出されている。 

（１）都道府県労働委員会のＩＴ活用の現状 
ア 全般について 

・多くの労委では、総会・公益委員会議、不当労働行為事件・調整

事件でＩＴ技術の活用を進めていく方向である。 
・申立て・申請等のオンライン化を何らかの形で実施している労委

は約６割にのぼった。 
イ 総会・公益委員会議 

・総会・公益委員会議（報告中心）でウェブ会議を利用したと回答

した労委は３６労委である。 
・個別の事件で意見開陳や合議等を行う公益委員会議の場合には、

それぞれ７労委、１３労委がウェブ会議を利用したと回答があっ

た。 
・取扱いのさらなる緩和を希望する労委は３３労委であり、その理由

としては「感染症予防のため」（２５労委）、「遠隔地に所在する委

員の参加を容易にするため」（２４労委）と回答があった。 
・都労委ではタブレット端末の委員への貸与により、ペーパーレス

化も行った。 
ウ 不当労働行為事件の調査、調整（集団・個別）事件のあっせん 

・不当労働行為事件の調査、調整（集団・個別）事件のあっせんで

ウェブ会議を利用したことがある労委は、それぞれ１８、１６労委

であった。 
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・調査でのウェブ会議のメリットについては「遠方に所在する事件

当事者の負担軽減」（２１労委）、「調査期日設定の自由度の向上」

（１６労委）と回答があった。 
・調整事件でのウェブ会議のメリットについては集団・個別とも

「感染症対策」（それぞれ８労委）、「遠隔地のため移動が軽減」（そ

れぞれ７労委）と回答があった。 
・調査では、原則は対面方式としつつ、審査委員のイニシアチブの

下に、参与委員及び当事者の同意を条件として対面とオンラインを

使い分けている事例について、北海道労委から紹介があった。ま

た、集団あっせん事件では、オンライン参加の当事者と対面参加の

当事者の事情聴取時に機材を切り替え、当事者が労使委員と調整す

る際、控室を移動して行った事例について、福岡県労委から紹介が

あった。 

エ 申立て、申請等の手続のオンライン化 
・何らかの形でオンライン手続を導入している労委は２７労委であ

った。そのメリットとしては「利用者の来庁負担の軽減」が２４労

委と最も多い。 
・オンライン手続を行っていない、行う予定がない、との回答の理

由については「利用者から要望がない」のほか「申請時に補正を行

っている」、「申請時に事情聴取を行っている」とした労委があっ

た。 
（２）小委員会における検討の結果 

   ア 総会・公益委員会議等 
・労働委員会規則（昭和２４年中央労働委員会規則第１号。以下

「労委規則」という。）第１６条の２は、令和３年２月の同規則改

正により、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律

第３１号）に基づく緊急事態宣言が出された場合等（第１項）や災

害等により特定の委員の移動が困難になった場合（第２項）等であ

っても、会長等は、総会や公益委員会議等の会議をウェブ会議によ

り開催することができ（第１項）、また、ウェブ会議により当該委

員等を会議に参加させることができる（第２項）よう手当されたも

のである。 
・労委は合議制の行政機関であり、様々な立場の委員が議論を行

い、委員会として一定の結論に至った後に意思決定を行うことを通

例とするものである。このような会議は、基本的には実際に参集し

て参加することが求められている。 
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・労委規則第４２条の２では、公益委員会議（中央労働委員会は部

会）で合議を行う場合や参与委員の意見開陳を行う場合にも、同規

則第１６条の２と同様の要件を定めている。これも事件の当事者で

はなく、委員が参加する手続についての規定である。 
・労委は、公労使三者構成で事件の処理でも当事者と対面して解決

策を探ることが特色であることに鑑みると、対面での意思疎通を重

視していくべきであり、委員が構成員となる会議については、対面

による参加が原則と考えるべきである。 
・一方で、委員個人にとって突発的な事情により例外的に会議に参

加できなくなる場合としては、自然災害、交通障害や事故のほか、

家族のインフルエンザ等への感染で委員本人も感染の可能性がある

場合など、様々な場合が考えられる。会議への参加は対面が原則と

しつつ、どのような場合にウェブ会議による参加を認めるかについ

ては、この原則に照らして最終的に会長等の判断とせざるをえな

い。 
・現行の労委規則第１６条の２は、同条第２項において、会長等

は、災害その他の事由により委員等が会議の開催場所に参集するこ

とが困難であると認めるときその他相当と認めるときは、当該委員

等の申出によりウェブ会議によって当該委員等を会議に参加させる

ことができる旨定め、委員のウェブ会議参加への最終的な判断を会

長等の裁量に委ねている。このため、同条のもとで、各労委の運用

実態も踏まえた上で、今後、どのような場合に委員のウェブ参加を

認めうるかの裁量判断の手掛かりとして、具体的に認めた事例等を

共有していくことが有益である。 
  イ 不当労働行為事件の調査、調整事件のあっせん等 

・労委規則第４１条の２第７項は、会長（審査委員）が「相当と認

めるとき」に不当労働行為事件の調査の手続をウェブ会議又は電

話会議（以下イにおいて「ウェブ会議等」という。）で行うことが

できることを明確化したものである。 
・前項の規定の下で、どのような場合にウェブ会議等で調査を行う

かは会長（審査委員）の裁量である。したがって、当事者がウェ

ブ会議等を希望しても会長（審査委員）の判断で対面となること

はありうる。ウェブ会議等で調査を実施した事例や、和解に至る

過程でも一部ウェブ会議等を活用できた事例、その際の工夫等を

共有することが有益である。 
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・調整事件のうち、個別紛争、集団紛争のあっせん事件について

は、ウェブ会議等の利用の在り方を含めてあっせんの実施方法を

具体的に定める規定は存在せず、あっせん員の判断により柔軟に

ウェブ会議等を活用できることから、好事例や工夫した点につい

て事例の共有が有益である。集団紛争に係る調停・仲裁事件は件

数も少ないことから、引き続きニーズを見つつ検討を行うことが

適当である。 
  ウ ウェブ会議の活用に当たって 

・ウェブ会議をどのような場面で活用するかに加え、ウェブ会議を

行う場合にどのように円滑に進めていくかも課題である。 
・ＩＴ調査では「利用を促進するための改善すべき点」として「通

信の安定性の確保」のほか「事務局職員のウェブ会議開催に係る

機器操作の習熟度の確保」、「委員のウェブ会議機器の確保」と

いう機器等の課題や操作を行う事務局職員の課題を挙げた労委が

多かった。また、「画像・音声が乱れた際の委員の出欠等会議の

取扱いルールの整備」を挙げる労委もあり、想定されるトラブル

に備えたマニュアルの整備や事務局職員の操作の習熟が課題であ

る。 
  エ 申立て、申請等の手続のオンライン化 

・オンライン申立てや申請等の手続を可能とするなど、何らかの形

でオンライン手続を導入しているのは、２７労委と半数程度とな

っている。 
・一方、多くの労委では、申立書や申請書に現れてこない当事者の

事情を早期に把握するため、申立人や申請人に来所を促し、来所

した際に様々な事情を対面で聴き取ることが行われている。この

ような事情聴取は、事件の早期解決のため重要であり、オンライ

ン化を進めつつ、このような機能をどう維持していくかが課題で

ある。 
・また、申立てや申請等のオンライン化を考える際には、その後提

出される資料、記録の電子的な取扱いも併せて考慮する必要があ

る。加えて、労委事務局内部の業務運営も資料、記録の電子化を

前提としたものとする必要がある。 
オ 民事関係手続等のＩＴ化との関係 

・令和４年５月に「民事訴訟法等の一部を改正する法律」（令和４年

法律第４８号）が成立し、公布の日（令和４年５月２５日）から

４年以内に、委任を受けた訴訟代理人のほか、国、地方公共団体



6 
 

の指定代理人については民事訴訟手続における申立てその他の申

述はオンラインにより行わなければならないこととされた。不当

労働行為事件で発出された救済命令等が裁判で争われる場合に

も、これら規定が適用になることから、労委としても対応が必要

となる。また、同法により、同法公布の日から２年以内に、ウェ

ブ会議による口頭弁論期日への参加が開始されることから、同様

に労委として対応が必要となる。 

 

（注） 
・令和５年６月には「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進

を図るための関係法律の整備に関する法律」（令和５年法律第５３号）が成

立し、債務名義（判決等）について、電磁的記録での送達が可能となっ

た。同法により労働組合法（昭和２４年法律第１７４号）第２７条の１４

も改正され、和解調書等の送達の扱いも変更されることとなった。 

 

２ 今後の労働委員会の新たな役割 

（１）過半数代表と労働委員会 
ア 問題の所在（検討の発端となる背景等） 

・労働法において過半数代表制度が用いられる場面が多くなってき

ている。特に、ここ数年「働き方改革」として新たな立法措置が

行われてきており、労使の集団的な意思決定として、過半数代表

（労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組

合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には当該事業

場の労働者の過半数を代表する者を総称したもの（以下前者を

「過半数労働組合」、後者を「過半数代表者」という。））との労使

協定等が必要な制度（過半数代表制度）が増加し、その重要性が

増している。 
・実態として過半数労働組合がない場合に、過半数代表者と使用者の

コミュニケーションをどのように円滑に行っていくかは、安定的かつ

集団的な労使関係（労働組合以外のものを含めた労働者集団と使用者

との関係）の維持のため極めて重要である。したがって、過半数代表

者と使用者の間にトラブルが生じた場合にどのように解決していくか

が課題となる。 

イ 過半数代表の概要 
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（ア）過半数代表の仕組み 
・労使協定の締結や意見聴取の際に事業場に過半数労働組合がある

場合にはその労働組合、過半数労働組合がない場合には事業場の

労働者の過半数を代表する者（過半数代表者）が、当該事業場の

労働者の代表として使用者の相手方となる過半数代表の仕組み

は、戦後早々に立法された労働基準法（昭和２２年法律第４９

号）の時間外・休日労働を許容する労使協定、及び就業規則の作

成に係る意見聴取に関して創設された。制度創設当初は、過半数

代表者は過半数労働組合が過半数代表となることを原則的な姿と

みた上での例外・過渡的なものとして位置づけられ、将来的には

過半数労働組合が過半数代表となることが常態になっていくと想

定されていた。しかしながら、平成３０年１２月の（独）労働政

策研究・研修機構（以下「ＪＩＬＰＴ」という。）調査による

と、過半数労働組合のある事業所の割合は８．３％であるのに対

し、過半数代表者を選出したことのある事業所は４３．１％とな

っている。 

・その後、昭和２７年の労働基準法改正による貯蓄金管理（第１

８条第２項）や賃金の一部控除（第２４条第１項）の取扱い

や、昭和６２年の労働基準法改正による労働時間規制の多様化

（３か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、事業場

外労働のみなし労働時間制、裁量労働制等）に際しても、過半

数代表制度が用いられるようになった。また、過半数代表との

合意等に係る仕組みが労働基準法以外の労働法令に採用される

とともに、雇用調整助成金をはじめとする労働関係の助成金支

給の要件となり、さらに企業組織の再編や倒産手続等において

も労働者の意見聴取等の手段として用いられた。 
・最近では働き方改革関係の各種立法で採用されている。 

（イ）過半数代表者をめぐる規制強化 
・トーコロ事件（東京高判平成９年１１月１７日）で親睦団体の

代表者が過半数代表者となって締結された三六協定の効力が否

定されたこと等を受け、平成１０年に労働基準法施行規則（昭

和２２年厚生省令第２３号）が改正され、過半数代表者となる

適格を有する労働者の範囲（職制上の地位）や選出方法、不利

益取扱いの禁止等が定められた。その後の改正（平成３０年９

月公布）により、同規則に使用者の意向に基づき選出されたも

のではないこと等の要件も追加された。 
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・こうした規制強化の動きがある中で、他方、同時期のＪＩＬＰ

Ｔの調査（平成３０年１２月）等では、選出手続について不適

切な取扱いが行われた事例など、過半数代表者に関する課題が

なお存在することが明らかとされている。 
ウ 過半数代表者と使用者との紛争 

・過半数労働組合がある場合には、労使協定の締結等を目指して当

該労働組合と使用者との間で交渉が行われるため、労使間の紛争

についても既存の集団的労使関係法制の下での解決が可能である

場合が多い。これに対して、労働組合は存在するが過半数労働組

合ではない場合やそもそも労働組合が存在しない場合には過半数

代表者を選出して交渉等を行う必要がある。この場合の過半数代

表者と使用者の交渉等が円滑に行われない場合や両者間に紛争が

生じた場合には、交渉内容は前述した意味での集団的な労使関係

に関する事項であるものの、過半数代表者は労働組合その他の労

働者の団体そのものではなく、現行の集団的労使関係法制がどこ

まで適用されるか明確ではない面がある。 
・実際に過半数代表者と使用者との紛争がどの程度あるのか等につ

いては、現状では必ずしも明らかではないが、労委が取り扱うあ

っせん事件や不当労働行為事件の中には、過半数労働組合と使用

者との間の紛争が存在することから、過半数代表者と使用者の間

であっても同種の紛争が生じることは十分考えられる。 
・また、過半数代表者と使用者との紛争ではないが、過半数代表者

の活動にかかわる事業場の労働者と使用者との紛争としては、過

半数代表者は使用者と合意しているが、過半数代表者以外の労働

者が合意事項に異論を唱えているような紛争も考えられる。 
エ 小委員会における検討の結果 

過半数代表者に係る次のような紛争の中には、労委で紛争を処理す

ることが望ましいものもあると考えられる。 
（ア）過半数代表者との合意、意見聴取等の内容そのものに関する紛

争 
・時間外労働に係る三六協定など過半数代表との合意によって一

定の法的な効果が認められる手続や、就業規則の作成又は変更

の際の過半数代表の意見聴取のほか、過半数代表との合意が労

働関係の助成金の支給の要件となっている手続がある。これら

については監督権限を有する行政機関や申請先で合意や意見聴

取に係る要件の適合性のチェックが行われるべきものといえる
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ことから、まずは都道府県労働局（以下「労働局」という。）や

労働基準監督署（以下「労基署」という。）などにおいて要件の

確認を行うこととなる。 
・ただ、このような場合であっても、例えば就業規則の変更に反

対との過半数代表者の意見を付したまま労基署に改正後の就業

規則が届け出られ、当該過半数代表者が労基署に不服を申し立

てることが考えられる。この場合は、意見聴取は行っているの

で労働基準法上の意見聴取義務との関係では適法であり、その

範囲で労基署の確認はなされることとなる。一方で意見の内容

については、就業規則変更が労働条件（労働契約内容）に及ぼ

す影響の観点からは、就業規則が適用される労働者全てに変更

の効力が及ぶ集団的な労使紛争の性質を有するものであり、ま

た、紛争内容は将来に向けた労働条件（労働契約内容）の形成

といういわゆる利益紛争の性格を持つことから、労基署の確認

の範囲外であり労基署では解決しがたい紛争である。 
・さらに、企業の組織再編（会社分割時の手続等）や倒産等に係

る手続における意見聴取など、そもそも労基署その他の行政機

関が関与しない手続も存在する。 
・このような利益紛争や、権利紛争であっても労基署が関与しな

い手続に関する紛争のうち労働組合を当事者としないものにつ

いても、多数の労働者に共通に関わる事項につき全体として使

用者との間での利害の調整を必要とする点等において、集団的

な労使紛争ということができ、従来労委が労働争議の調整事件

として取り扱ってきた紛争と共通性を多く持つものである。こ

うした紛争の解決に専門的知見を有する公労使の三者によって

構成される労委において解決を図ることが、労使関係の早期安

定の観点からして望ましいと考えられる。 
・実際に、就業規則の変更に関し、当初個人が個別紛争のあっせ

ん申請を行ったが、申請を受けた労委で内容を精査したとこ

ろ、あっせん事項が従業員全体に係る集団的な労使紛争の性格

を持つことが判明したことから、争議団を結成して労働関係調

整法上の集団的労使紛争として改めて労働争議のあっせん申請

をし直し、解決に結びついた事例があった。 
（イ）過半数代表者との協定締結に関する紛争 

・時間外・休日労働に係る三六協定や専門業務型裁量労働制など

過半数代表との協定締結が必要な手続の場合に、過半数代表者
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と使用者との間で交渉が難航した場合や過半数代表者が協定締

結を拒否した場合には、協定の締結に関する紛争が発生するこ

とが考えられる。 
・この場合、使用者は過半数代表者との協定を締結せずに労働者

に時間外・休日労働を行わせたり裁量労働制を適用したりする

ことはできないものの、過半数代表者に対し協定締結に応じる

義務を労働基準法上課しているわけではないため、労基署に相

談がなされても、労基署の監督権限をもっては解決できない可

能性が高い。 
・このような紛争は、集団的な労使紛争の性格を持つ場合がある

ことから、上記のように専門的知見を持つ労委において事件を

取り扱い、過半数代表者と使用者の話し合いを促進して解決を

図ることが望ましい。 
・なお、このような紛争で、使用者からあっせん申請がなされる

場合の相手方については、例えば①少数組合が存在し、過半数

代表者が少数組合の組合員であって協定締結拒否が少数組合の

活動として行われた場合であれば、相手方当事者を少数組合と

すればよいが、②労働組合は存在しないものの協定締結拒否に

賛同する労働者が多くいる場合などでは、このような複数の労

働者に労働関係調整法（昭和２１年法律第２５号）第６条の｢労

働関係の当事者｣となる一定の集団性が認められる場合（争議団

といえる場合）も考えられる。②の場合、相手方当事者をどう

するかを事案に応じて考慮する必要がある。 
（ウ）過半数代表者への不利益取扱いに関する紛争 

・過半数代表者に対する不利益取扱いの禁止は労働基準法施行規

則第６条の２第３項で規定されているところ、過半数代表者に

対して採られた措置が解雇、賃金の減額、降格等に該当する場

合であって、不利益取扱いについて労基署に相談や申告がなさ

れたときには、労基署において、不利益取扱いかどうかが判断

されるが、これらに該当しない場合には、労働局の個別労働紛

争の窓口を紹介されることも考えられる。 
・例えば、過半数代表者に選出された労働者が労使協定の締結を

拒否している場合に、急に人事異動で当該労働者が当該事業場

を離れることとなり、別の過半数代表者が選出されて協定が締

結され、当該事業場から異動した当初の過半数代表者の人事異

動が不利益取扱いに当たると主張して紛争となるような事案で
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ある。このような事案では、過半数代表者としての活動を理由

とする不利益取扱いか、業務上の必要性に基づく適法な措置か

が問題となることが多いと予想されるが、こうした問題につい

ては、労委においても不当労働行為の審査における知見を活か

せると考えられる。 
また、こうした紛争は、その背後に、労使協定の内容に関する

見解の対立が存在することも多いため、多数の労働者に共通の

事項に関わる集団的な労使紛争として考えることもでき、労使

間の紛争調整の専門的知見を有する労委が事件を取り扱うこと

は十分にありうると考えられる。 
・なお、このような事案で、当初の過半数代表者が少数組合の組

合員である場合には、当該少数組合が不当労働行為の救済申立

てを行って、人事異動が不当労働行為に該当するかどうかが争

われることはこれまでにもみられた。 
（エ）過半数代表者は協定に納得して協定が締結されているが、別の

労働者が異議を申し立てている紛争 
・過半数代表者と使用者は労使交渉で合意し、協定を締結してい

るが、一部の労働者が締結された協定に反対して紛争が生じる

場合が考えられる。 
・このような紛争の場合には、協定が手続的に適法に締結されて

いれば労基署に相談されても対応は難しいため、紛争状態の解

決には至らないと考えられる。 
・このような紛争は集団性のある紛争として利害調整が求められ

るものであるので、労委で扱うことが考えられる。ただ、実質

的には労働者相互の紛争の側面があり、労委としてどのように

関わっていくかについては、対立する労働者の間の中立性の観

点から注意が必要である。さらに、これら利害調整の必要性を

有する主体を手続にどのように関与させるか、例えば申請人と

しての適格性を誰に認めるのかなどの手続面でも課題が生じ

る。 
・なお、（オ）過半数代表者の選出手続に関する紛争にも関連する

が、異議を申し立てているのが少数組合であり、過半数代表者

は当該組合の組合員ではない場合には、当該少数組合が、過半

数代表者の選出手続が適切に行われたか否かを議題として団体

交渉を求めたところ、使用者が正当な理由なく拒んだとして不

当労働行為の救済申立てを行うことが考えられる。 
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（オ）過半数代表者の選出手続に関する紛争 
・三六協定の場合など一定の手続についての過半数代表者の選出

手続については、労働基準法施行規則第６条の２第１項第２号

で、投票、挙手等によって選出された者であって使用者の意向

に基づき選出されたものではないこと、とされていることか

ら、その要件に合致するかどうかは、まずは過半数代表制を定

める法律の遵守について監督すべき機関（労働基準法上の労使

協定であれば労基署）が確認すべきものである。 
・しかしながら、この規定上適法とされる選出手続の中で具体的

にどの選出手続とするか、また、選択された手続を具体的にど

のように実施するかについて、過半数代表者に選出されること

を希望する者等と使用者の間で合意できず紛争となる場合も考

えられ、これらについては労基署等での対応により直接解決す

ることは困難な場合がある。 
・このような紛争は、多数の労働者に共通に関わる事項に関する

集団的な労使紛争と考えられることから、専門的知見を有する

労委が過半数代表者に選出されることを希望する者等と使用者

の間の話し合いを促進して解決することが望ましい。 
・なお、過半数代表者に選出されることを希望する者が少数組合

の組合員である場合には、当該少数組合が過半数代表者の選出

手続の適切さや当該手続に参加するための事前の情報提供を議

題として団体交渉を求めたところ、使用者が正当な理由なく拒

んだとして不当労働行為の救済申立てを行うことが考えられ

る。 
・このような事件の場合でも、仮に使用者が選出手続に十分な理

解がない場合には、不当労働行為に該当するか否かの判断とは

別に、和解を想定して、過半数代表者の選出手続を教示する

等、将来に向けた円滑な過半数代表者選出の実現を図る見地か

ら、使用者に対し法令的な観点からの助言を労委が行うことも

考えられる。 
・なお、上記労働基準法施行規則の規定は、同条に規定されてい

る労使協定や意見聴取にかかる過半数代表者選出手続にのみ適

用されるものであり、他の制度については、具体的な選出手続

が通達にのみ記載されている場合や、記載そのものが存在しな

い場合もある。そのような場合における過半数代表者選出手続
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をめぐる紛争についても、紛争解決に関し専門的知見を有する

労委で柔軟に紛争を解決することが考えられる。。 
オ 小括 

・過半数代表者に係る紛争については、従来は過半数代表者の選出

方法自体が問題になることは必ずしも多くなかったと考えられる

が、時間外労働命令の適法性等について争われたトーコロ事件高

裁判決や、その後の下級審裁判例では、過半数代表者の選出方法

等に問題があるとして三六協定その他の労使協定や、就業規則の

不利益変更が無効とされる判断が出されている。 
・また近年では、合同労組が救済申立てを行った不当労働行為事件

の中で、過半数代表者の選出手続に問題があるとして説明を求め

た事件や、組合員が過半数代表者に立候補するに当たり、会社が

当該組合員の選挙活動に不利益となるような言動等をしたことが

不当労働行為であると主張する事件も生じている。 
・このような裁判例や命令の状況からは、過半数代表に係る制度が

増加している中で、その選出手続等に関する紛争が集団的な労使

関係上の問題の一つとなりうると考えられる。 
・一定の労働者の集団全体にわたる事項については、労使交渉とい

う集団的な枠組みで解決することが望ましいものである。過半数

代表者と使用者が交渉する仕組みにおいて、労使交渉がまとまら

ない場合には、労委が公労使三者の委員構成という特徴を活かし

て紛争を解決していくことが、労使関係の早期安定という観点か

ら望ましい。 
・これらについては、現行制度の下では、少数労働組合が紛争の主

体となる場合には、事案に応じて不当労働行為の審査事件または

労働争議の調整事件として労委が対応できる可能性があり、ま

た、過半数代表者個人が紛争当事者になる場合には、個別紛争の

あっせんとして、過半数代表者を支持する労働者集団が例えば争

議団として紛争の当事者になる場合には、労働争議の調整事件と

して労委が対応できる可能性がある。 
・ただし、労委が過半数代表者に関する紛争を調整事件として取り

扱う場合、労委に相談があった段階では、争点を適切に整理し

て、労基署等が所掌する事項については労委が相談者にその旨を

説明する必要がある。他方、労働局や労基署に過半数代表者に関

する紛争について相談があった場合には、利益紛争や、権利紛争

であっても労基署が関与しない手続に関する紛争などについて
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は、労委で適切に処理できる可能性があるとして、労働局や労基

署が相談者に労委を紹介するといった対応をとる必要がある。 
・また、労働関係調整法第６条の「労働関係の当事者」について

は、「使用者（又はその団体）と労働組合その他の労働者の団体を

いう」（厚生労働省労政担当参事官室編「六訂新版 労働組合法・

労働関係調整法」１０１６頁）とされており、労働者側の当事者

については、労働組合法第２条の労働組合である必要はないもの

の、争議団などどのような集団であるかを特定できる労働者集団

である必要があると考えられる。どのような場合までが「労働者

の団体」に該当するかについては、過去に労委が取り扱った事例

の紹介を行う等必要な整理を行うことが望ましい。 
・一方で、現行の過半数代表に係る制度そのものについての課題も 

指摘されたところであるが、例えば不当労働行為の救済申立てに

おいて、過半数代表者に過半数労働組合と同様の権限を与えるこ

となど、現在の制度枠組みを超える事項については、労働法制全

体との関係や労働組合活動への影響等も考慮し、紛争解決機関で

ある労委の検討の場である小委員会において取り扱うことには慎

重であるべきと考える。 

 

（２）フリーランスと労働委員会 
ア 問題の所在（検討の発端となる背景等） 
・近年、多様な働き方が進展する中で、従来のように雇用されて働く

以外に、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る「フリー

ランス」と呼ばれる働き方が一定数存在する。 
・一方で、フリーランスと呼ばれる者の中には、発注者と交渉力の格

差が大きく、フリーランスが一方的に不利な取引条件となること

や、フリーランスの就業環境が適正とは言いがたいものとなること

により、紛争となる事案が存在する。こうした問題を踏まえてフリ

ーランスについては、令和５年４月に、特定受託事業者に係る取引

の適正化等に関する法律（令和５年法律第２５号。以下「フリーラ

ンス・事業者間取引適正化等法」という。）が制定されるに至って

いる。 
・このようなフリーランスに関する紛争について、労委として、その

解決にどのように関与していくかが課題となる。 
イ フリーランスの概況等フリーランスを取り巻く状況 
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（ア） フリーランスの概況 
・フリーランスの定義については、様々なものが存在する状態であ

る。内閣官房の「フリーランス実態調査」（令和２年及び３年）

や「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガ

イドライン」（令和３年３月）（以下「フリーランスガイドライ

ン」という。）においては「実店舗がなく、雇人もいない自営業

主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収

入を得る者」とされ、上記フリーランス・事業者間取引適正化等

法第 2条第 1項では、特定受託事業者を「業務委託の相手方であ

る事業者であって、①個人であって、従業員を使用しないもの又

は②法人であって、一の代表者以外に他の役員（略）がなく、か

つ、従業員を使用しないもの」としている。 
・フリーランスの数については種々の調査結果があるが、内閣官房

の「フリーランス実態調査」（令和２年）によると、４６２万人

と推計されている。 
・ フリーランスが実態として労働基準法上の労働者に該当する場

合には、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）上は事業者

としての性格を有する面があるとしても、独占禁止法上の事業者

には当たらず労働者として扱うことになるが、一方、フリーラン

スが労働基準法の労働者に当たらずかつ労働組合法上の労働者に

該当する場合は、事業者との重なりがありうる。 
（イ） フリーランス・トラブル１１０番 

・フリーランスとして働く者が安心して働ける環境を整備するた

め、厚生労働省は関係省庁と連携し、フリーランスと発注者等と

のトラブルについて、弁護士に相談できる窓口「フリーランス・

トラブル１１０番」を令和２年１１月に設置（委託事業：受託者

は第二東京弁護士会）している。 
・同窓口では、電話・メール・対面等で全国のフリーランスからの

様々な相談に対応し、また、必要に応じて行政機関へ取り次ぐと

ともに、直接和解あっせんも行っている。 
・令和４年度は７０００件近い相談があり、和解あっせんも１５０

件を超える事案を処理している。 
・相談の多い業種は、配送関係とシステム開発・ウェブ作成関係と

なっている。 
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・相談内容としては、報酬の支払、契約内容、受注者からの解除関

係が多い。 
（ウ）フリーランスガイドライン 

・フリーランスガイドラインは令和３年３月にまとめられた。 
・フリーランスとの取引関係では、独占禁止法・下請代金支払遅延

等防止法（昭和３１年法律第１２０号。以下「下請法」とい

う。）の適用範囲にある場合は、発注者である事業者に対し、優

越的地位の濫用等に関する規制が適用されることが示されてい

る。 
・労働関係法令との関係では、フリーランスが実態として労働基準

法、労働組合法の労働者に該当する場合は、各法の労働者として

の保護を受ける対象となることが示されている。 
（エ）フリーランス・事業者間取引適正化等法 

・特定受託事業者（フリーランスの事業者としての性格に着目した

もの）に係る取引の適正化のための規定が設けられ、この規定に

違反する事実がある場合には、公正取引委員会又は中小企業庁長

官に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求め

ることができることとされた。 
・加えて、特定受託業務従事者（フリーランスの就業者としての性 

格に着目したもの）の就業環境の整備のための規定が設けられ、

この規定に違反する事実がある場合には、厚生労働大臣に対し、

その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることがで

きることとされた。 
・同法は令和５年５月１２日に公布され、公布の日から１年６月を

超えない範囲内で政令で定める日から施行することとされてい

る。 
ウ 労働委員会に持ち込まれた「労働者性」を争点に含む調整事件等 

   ・従来から、業務委託等として契約を締結している者が労働者である

ことを前提にした主張（団体交渉、未払賃金等）を行い、契約の相

手方が労働者性を否定して紛争になった事件が、不当労働行為事件

又は調整事件（集団・個別）として労委で取り扱われることがあっ

た。 
・これらの事件では、労働組合法又は労働基準法上の労働者性等につ

いて直接判断せず、紛争の解決を行ってきたものもある。 
エ 小委員会における検討の結果 
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・フリーランス・事業者間取引適正化等法が適切に運用されるよう、

まずは公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省がその履行確保

に取り組んでいくことが重要であるとの意見があった。 
  ・一方で、このような場合、労委としては、フリーランス・事業者

間取引適正化等法が成立したからといって、労働者として紛争の

解決を求める者の救済の道を閉ざさないようにすることが重要で

あるとの意見もあった。 
・このような意見を踏まえ、上記ウのとおり、既に労委においては、

「労働者性」を争点に含む事件を解決してきており、フリーランス

に関する紛争についても、労委で紛争を処理することが望ましいも

のもあると考えられる。 
・米国の全国労働関係局（ＮＬＲＢ）とは異なり、我が国の労委は、

不当労働行為の審査のような判定的解決機能のみならず、調整的解

決機能（あっせん等）を有するという特徴を活かして、紛争の解決

に寄与することができると考えられる。 

（ア）フリーランスと労働委員会のかかわり方の類型 
     ・フリーランスと労委のかかわり方については、①フリーランスが

集団を組織し、労働者であるとして不当労働行為の救済申立てを

行う場合、または労働争議の調整事件での申請を行う場合、②フ

リーランス（個人）が労働者であるとして個別労働関係紛争のあ

っせん申請を行う場合、③フリーランス（個人）が事業者として

労委に紛争等の相談を行う場合、④フリーランス（集団）が事業

者として労委に紛争等の相談を行う場合が考えられる。 
（イ）不当労働行為事件・労働争議の調整事件として申立て・申請があ

った場合（（ア）の①） 
・この場合は、ＩＮＡＸメンテナンス事件最高裁判決（平成２３年

４月１２日）等の判断枠組みを使い、業務委託の形式をとってい

ても、当該判断枠組みに合致するのであれば、労働組合法上の労

働者として扱うことになる。 
・不当労働行為の審査事件として申立てがあり、和解による解決を

していく場合や、調整事件として申請があった場合には、当事者

間の合意により、労働者かどうかを直接判断しない解決も可能で

ある。 
・実際、フリーランス・トラブル１１０番での相談でも、複数の作

業者が発注会社から一律に単価の引下げを求められた事例や、複

数の販売員が無償で会議参加を求められ、参加しない場合は契約
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打ち切りを示唆された事例などがあり、複数のフリーランスと一

緒に発注者と交渉するよう助言を行った事例が存在していること

から、フリーランスに関する紛争にも集団性を帯びるものがあ

り、複数のフリーランスが団体として交渉するニーズは十分あり

うると考えられ、そのような紛争には労働委員会の専門的知見が

活かされうる。 
（ウ）個別労働関係紛争として申請があった場合（（ア）の②、（ア）の

③） 
・労委は、当事者が労働者と主張する場合に紛争の処理を行うのが

基本である。 
・申請人が自ら労働者であると主張している場合には、そのまま受

理することになるが、申請人が自らを事業者と主張している場合

であっても、いわゆる「誤分類」と言われる、実際には労働者と

判断できるような事案もあり、これまでも労委でそのような事案

を取り扱ってきている。また、そのような紛争については、労働

者性について直接的に判断せずに当事者の合意により実質的に紛

争を解決しているものもあることから、引き続き受け付けて解決

を図ることが適切である。 
・したがって、労委事務局での受付の段階で契約形態や名称のみか

ら「労働者でない」と門前払いしないことが重要である。 
（エ）フリーランス（集団）が事業者として労委に紛争等の相談を行う場

合 （（ア）の④） 

・労働者ではなく独立自営業者であると主張するフリーランスの集

団が、労委に対して紛争の解決を求める場合は少ないと考えられ

るが、労委に紛争の解決を求めるなどの相談があれば、他の行政

機関に取り次いでいくべきものであっても、労委が最初の持ち込

み先となった事案について排除することなく最初の相談対応を

行うというワンストップサービス機関としての役割を果たして

いくべきである。   

・事業者としての取引規制は、独占禁止法、下請法、フリーランス・

事業者間取引適正化等法等により公正取引委員会等が担っている

ところであり、事案の詳細な聴き取りの結果として、問題がこれら

の法令に基づく取引規制に関するものである場合には、労委から

速やかに公正取引委員会等に取り次いでいくこととなる。   

・真のフリーランス（事業者）か労働者か容易に判断できないグレー

ゾーンの場合には、相談の「受け皿」はどこかに求められるもので
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あり、労委はこれまでの紛争解決の経験、公労使による三者構成と

いう中立的な行政機関であることを踏まえると、十分に相談の「受

け皿」の役割を担えるものと考えられる。 

（オ）手続の進捗段階に応じた留意点 

・上記（イ）から（エ）までのような場合、不当労働行為の審査のよ

うな判定手続においては、いずれかの段階で、労働者性の判断を行

うことになるが、一方で、不当労働行為の審査事件の和解を含む、

当事者間の合意を目指す調整的解決の手続の場合には、その進行段

階によってそれぞれ留意すべき事項がある。   

受付段階：当事者が労働者であると労委で主張している場合、それ

に基づいて受付をする。そうでなくても労働者に近いと判断され

るときも、幅広く受付をして事情を聴取する。労委では労働者で

あることが手続の前提であることから一定の事実確認をした結

果、当事者が労働者性を主張せず、明らかに労働者でないと認め

られる者（事業者）である場合には、必要に応じて他の行政機関・

制度について説明をしたうえで早期に公正取引委員会等の適切

な行政機関へ取り次いでいく。この場合、当事者の意向や事案の

状況などを踏まえ、フリーランス・事業者間取引適正化等法が適

切に運用されるよう、ワンストップサービス機関としてどのよう

な役割を果たすべきか検討する必要がある。 

中間段階：上記の調整的紛争解決の途中で当事者が労働者でないこ

とが明らかになった場合においても、いわゆるたらい回しを避け、

紛争解決のコストを下げるため、合意による解決を探ることが求

められる。 

解決段階：①過去の問題を清算する形での合意による解決を図る場

合やフリーランスが個人である場合には、独占禁止法上の特段の

問題は生じないと考えられるが、②フリーランスが集団である場

合には、合意の内容が当該集団と相手方（発注者）との間の将来

の契約条件や交渉ルール等を決めるようなものであれば、当該合

意が競争制限に当たるものにならないかを公正取引委員会と必

要な連携を行った上で個別に見ていく必要がある。 

（カ）その他  

・上記の検討の中で、このような紛争が生ずる理由として、フリー

ランスという働き方に対する国民の理解が十分ではないことが指

摘された。そのような中では、①相談者に対する、労働基準法や

労働組合法の労働者性に関連する情報や各種の紛争解決手続や手
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続を所管する行政機関等に関する情報の提供といったサポート、

②広く一般向けの周知活動については、労委として役割を果たす

ことができると考えられる。 

・なお、労働者性の判定には長い時間等を要するものであることか

ら、労働者性の立証については、一定の枠組みのもとで労働者性

を推定した上で、相手方（使用者）の反証が立証された場合にの

み労働者性を否定するという簡便な判定方法が米国・カリフォル

ニア州では導入され、ＥＵにおいても統一指令案が提案されてお

り、このような動きや運用にも注視していく必要がある。  

オ 小括 

・働き方が多様化する中で、自身が労働者であるか事業者であるか十

分に認識することなく、フリーランスという働き方を選択する者が

今後増えていくことが予想される。まずはフリーランス・事業者間

取引適正化等法が適切に運用され、その趣旨が実現されるよう、公

正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省が取り組み、紛争予防に

もつながる法令の遵守が図られることが重要である。 

・そのような状況の中で、労委は他の行政機関に取り次いでいくべき

場合であっても、行政機関として相談は受けるなどのワンストップ

サービス機関としての役割を果たしていくべきである。 

・フリーランスに関する紛争であっても、紛争の解決について労委が

相談を受けたときは、まずは話を聞くとともに、合意による調整的

な紛争解決が可能な場合があることから、労委として実質的に紛争

の解決に努力することが求められる。 

 

第３ おわりに 

・「労働委員会の実務へのＩＴの活用」と「今後の労働委員会の新たな役

割」、具体的には過半数代表と労働委員会、フリーランスと労働委員会

の問題について、短期間で現状と課題が整理できたことは大きな成果で

ある。 
・労委の実務へのＩＴの活用に関しては、全国労働委員会連絡協議会総会

等で各都道府県労委の取組についてフォローアップしていくことが望ま

しい。 
・過半数代表の問題とフリーランスの問題については、労委としてこれま

での専門的知見と経験を生かして、紛争解決に関与できる可能性がある

ことが明らかになった。 
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・本最終報告をもとに、労委において過半数代表者やフリーランスから相

談があった場合に積極的に対応していく方向で、さらに具体的な検討が

行われることが望まれる。特に、都道府県労委の相談窓口あるいは出張

相談等の段階で、労委が本来取り扱うべき事案でありながら、受付を拒

否することがないよう、研修等の機会を通じて、委員・職員の資質の向

上に努めることが望ましい。 
・また、このような労委での紛争解決の可能性について、労働局主催の連

絡協議会等の場を通じて、十分周知を行い、過半数代表やフリーランス

に関する問題について、適切に紛争の解決に至ることが望ましい。 
・過半数代表、フリーランスに関する問題については、検討時間が限られ

ていたことから、判例・命令など中央労働委員会事務局で保有する文書

を参考にした仮想事例等を踏まえた検討にとどまった。今後は、本最終

報告をもとに過半数代表と労働委員会、フリーランスと労働委員会の問

題について、具体的な紛争への対応の在り方を含め、さらに検討を深め

ることが求められる。 

  ・本最終報告は、厚生労働省の担当部署とも共有し、将来、各項目に関連

する政策課題が検討される際に、参考とされることが望まれる。 
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資料１ 労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会委員名簿（令和５年８月現

在） 

  ブロック 労 委 氏  名 現  職 

公
益
委
員 

北海道・東北 北海道 國武 英生 
小樽商科大学商学部企業

法学科教授 

関  東 東京 川田 琢之 
筑波大学ビジネスサイエ

ンス系教授 

近    畿 奈良 下村 敏博 弁護士 

 

中労委 山川 隆一 明治大学法学部教授 

労
働
者
委
員 

中  部 三重 楠本 敏久 
ＵＡゼンセン三重県支部

長 

近  畿 大阪 岡田 陽平 

日本郵政グループ労働組

合近畿地方本部特別執行

委員 

四  国 香川 榎原 一吉 
日本労働組合総連合会香

川県連合会事務局長 

 

中労委 小俣 利通 
日本郵政グループ労働組

合顧問 

使
用
者
委
員 

関  東 東京 石川 純彦 
一般社団法人東京経営者

協会参与 

中  国 島根 森脇  建二 
島根県経営者協会専務理

事 

九  州 福岡 有馬 紀顕 福岡県経営者協会顧問 

 

中労委 宮近 清文 
元日本通運株式会社取締

役常務執行役員 
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資料２ 
労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会における議論の経過 

 

１ 第１回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会（令和３年１２月２日

(木)） 

（１）委員長及び委員長代理の選任 

小委員会の委員長に両角委員、委員長代理に 田委員が選出された。 

（２）意見交換 

小委員会の今後の検討の進め方などについて、意見交換を行った。 

 

 

２ 第２回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会（令和４年２月１７日

(木)） 

（１）当面の検討の進め方 

小委員会の当面の検討の進め方について、不当労働行為における管轄と

除斥期間を優先的・重点的に検討する課題とし、全国の労働委員会の実

情を調査してその結果をもとに検討を行っていくこととされた。 

（２）不当労働行為における管轄及び除斥期間の趣旨について 

川田委員より、不当労働行為における管轄及び除斥期間の趣旨について

説明がなされた。 

（３）不当労働行為における管轄及び除斥期間に係る問題意識及び調査の進

め方について 

田委員長代理より不当労働行為における管轄及び除斥期間に係る問

題意識について、また事務局より調査の進め方について説明があり、調

査については事務局案により進めることとされた。 

 

 

３ 第３回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会（令和４年４月２５日

(月)） 

 （１）労働委員会の実務におけるＩＴの活用事例について 

   東京都労働委員会から総会のウェブ開催について、北海道労働委員会か

ら不当労働行為事件の調査におけるＩＴ活用について、福岡県労働委員

会からウェブあっせんの取組事例について、それぞれ発表が行われた。 

（２）労働委員会におけるＩＴの利用に関する調査について 

労働委員会におけるＩＴの利用に関する調査の進め方について事務局

より説明があり、事務局案により進めることとされた。 
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４ 第４回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会（令和４年５月３０日

（月）） 

○不当労働行為における管轄及び除斥期間に係る調査結果について 

不当労働行為における管轄及び除斥期間に係る調査結果について事務局

より説明があり、意見交換を行った。 

   

 

５ 第５回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会（令和４年７月２１日

（木）） 

○不当労働行為の管轄・除斥期間を除く６項目について 

不当労働行為の管轄と除斥期間以外の６項目について事務局より説明が

あり、意見交換を行った。 

 

 

６ 第６回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会（令和４年８月２４日

（水）） 

 ○中間報告骨子（案）について 

事務局より中間報告骨子（案）について、 田委員長代理より修正案につ

いて説明があり、意見交換を行った。 

 

 

７ 第７回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会（令和４年９月２０日

（火）） 

○中間報告案について 

事務局より中間報告（案）について説明があり、意見交換を行った。 

中間報告（案）は委員長一任で取りまとめられることとなった。  

 

 

８ 第８回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会（令和５年１月３０日

（月）） 

（１）委員の交代 

 公益委員の 田委員が下村委員に、労働者側委員の粟本委員が楠本委員

に、弓立委員が榎原委員に、有野委員が小俣委員にそれぞれ交代した。 

（２）委員長代理の選任 
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委員長代理であった 田委員が退任したため、下村委員が委員長代理に

選出された。 

（３）今後の進め方 

「労働委員会における実務へのＩＴの活用」について、「労働委員会にお

けるＩＴの利用に関する調査」の調査結果をもとに議論を行い、その後

「今後の労働委員会の新たな役割」として、具体的には「過半数代表と

労働委員会」、「フリーランスと労働委員会」について議論を行うことと

された。 

（４）「労働委員会におけるＩＴの利用に関する調査」の調査結果について 

調査結果について事務局より説明があり、意見交換を行った。 

 

 

９ 第９回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会（令和５年２月１６日

（木）） 

 ○労働委員会におけるＩＴの利用について 

労働委員会におけるＩＴの利用に関する資料について事務局より説明

があり、意見交換を行った。 

 

 

10 第 10 回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会（令和５年４月７日

（金）） 

（１）委員の交代 

公益委員の両角委員が山川委員に交代した。 

（２）委員長の選任 

委員長であった両角委員が退任したため、山川委員が委員長に選出され

た。 

（３）過半数代表に係る問題と労働委員会 

過半数代表に関する現状について事務局より説明があり、意見交換を行

った。 

 

 

11 第 11 回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会（令和５年５月１６日

（火）） 

（１）過半数代表と労働委員会に関する有識者ヒアリング 

過半数代表と労働委員会について、菅野和夫元中央労働委員会会長の講

演を行い、意見交換を行った。 
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（２）過半数代表に係る問題と労働委員会 

過半数代表に関する問題と労働委員会について事務局から説明があり、

意見交換を行った。 

 

 

12 第 12 回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会（令和５年６月１６日

（金）） 

（１）フリーランスと労働委員会 

フリーランスの現状等に関する資料について事務局より説明があり、

意見交換を行った。 

（２）フリーランスからの相談の現状について有識者ヒアリング 

「フリーランス・トラブル１１０番」で統括責任者として実際に相談

に対応されている山田康成弁護士の講演を行い、意見交換を行った。 

 

 

13 第 13 回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会（令和５年７月２８日

（金）） 

（１）フリーランスと労働委員会に関する有識者ヒアリング 

フリーランスの現状等について、荒木尚志東京大学教授の講演を行い、

意見交換を行った。 

（２）フリーランスと労働委員会 

 フリーランスと労働委員会について事務局より説明があり、意見交換

を行った。 

 

 

14 第 14 回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会（令和５年８月３１日

（木）） 

○最終報告案について 

事務局より最終報告（案）について説明があり、意見交換を行った。 
最終報告（案）は委員長一任で取りまとめられることとなった。 

 


